
 
 
 

中小企業信用保険法第 2 条第 4 項 第 5 号（ニ） 

＜ 申請に必要な書類 ＞ 
 指定業種に属する事業を行っており、円高の影響により、原則として最近 1 か月間の売

上高等が前年同月に比して 10％以上減少し、かつ、その後 2 か月間を含む 3 か月間の平均

売上高等が前年同期に比して 10％以上減少することが見込まれること。 

（平成 24 年 4 月 1 日現在） 

 法 人 個 人 

認定申請書 2 部 2 部 

印鑑証明書 

3 か月以内に発行の法人の

もの（原本 1 部） 

※認定書と一緒に返却します 

3 か月以内に発行の代表者

のもの（原本 1 部） 

※認定書と一緒に返却します 

登記簿謄本 

（履歴事項全部証明） 

3 か月以内に発行のもの 

（原本 1 部） 

※認定書と一緒に返却します 

 

確定申告書・決算書 

税務署受付印（※電子申告

の場合はメール詳細）のある

法人税確定申告書と別表、勘

定科目内訳明細書の最新のも

の（写し 1 部） 

税務署受付印（※電子申告

の場合はメール詳細）のある

所得税確定申告書と青色決算

書または収支内訳書の最新の

もの（写し 1 部） 

売上計算表 ご記入、ご捺印ください 

理 由 書 
取引先の状況、売上高の減少理由、またそれらが円高に起

因することが読み取れるよう記載してください 

売上高等(見込み含) 

の内容が確認できる 

根拠書類 

● 残高試算表や法人事業概況説明書、領収書、請求書、日常

使用している売上台帳等、最近 1 か月および前年同期の売

上が確認できる書類 

● 売上見込み額を導き出した経緯がわかる書類（単に月額合

計を記した書類では受付できません。） 

● 売上高の減少が見込まれる理由についての書類等 

委 任 状 ※金融機関等が代理申請する場合のみ（1 部） 

※ お申し込みの際は、実印・社判をご持参ください。（実印・社判を持ち出すこと

ができないときは、認定申請書上部に捨印を押印してください。） 

※    色の書類は、認定書と一緒に返却いたします。 

 

板橋区産業振興課 産業支援グループ 

電話 03-3579-2172 

セーフティネット保証 


